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地区計画の目標

土地利用の方針

地区施設の整備
方針

建築物等の整備
の方針

◆

商　業　地　区
地区の 名称 Ａ 地 区 Ｂ 地 区 Ｃ 地 区 Ｄ 地 区
細区分 面積 約１．３ｈａ 約０．８ｈａ 約７．１ｈａ 約２．５ｈａ

　１００㎡

　道路境界線から壁面までの 　道路境界線から壁面まで

距離は、１ｍ以上とする。 の距離は、０．５ｍ以上と

　隣地境界線から壁面までの する。

距離は、０．５ｍ以上とする。  

　９ｍ 　１５ｍ － －

こと。

◆

　　　　　　　　また、壁面の位置の制限、緑化の推進、建築物の防音構造化等により、整然
　　　　　　　　としたまちなみの形成と鉄道沿線の居住環境の向上を図る。

地区整備計画（概要）

平成１０年１２月１０日（変更）市告第４０８号

　都市計画道路（3・4・24号上牧島本線及び3・4・39号上牧駅前線）を骨格として、補助幹線
道路及び区画道路を適切に配置し、その整備に努める。
　特に、阪急上牧駅前へ通じる補助幹線道路及び上牧島本線等の都市計画道路の背後に配置す

平成１６年　３月１１日（変更）市告第１２９号

区域の整備、開発及び保全に関する方針

が整備され、計画的住宅供給が行われる地区である。

平成１０年　３月３０日　　　　市告第　９６号

【区域】
【面積】
【決定年月日】

阪急上牧駅北地区地区計画
地区の概要
【位置】

約１１．７ｈａ

高槻市上牧北駅前町及び神内二丁目地内
計画図表示のとおり

　主要区画道路１号　幅員　　　６ｍ　　　　延長　約６２０ｍ
　主要区画道路２号　幅員　　　６ｍ　　　　延長　約　５０ｍ
　主要区画道路３号　幅員　　　６ｍ　　　　延長　約１１０ｍ

規模
　補助幹線道路１号　幅員　　９～１２ｍ　　延長　約３６０ｍ
　補助幹線道路２号　幅員　１２～１６ｍ　　延長　約　７０ｍ

　本地区は、高槻市の東端に位置し、島本町との境界に接しており、阪急京都線上牧駅前の利

る街区へのサービスのための区画道路を地区施設として整備する。
　１　商業地区：地区環境と調和したまちなみを形成するため、建築物等の配置や意匠等に留
　　　　　　　　意して整備を行う。　　
　２　住宅地区：良好な住宅地を形成するため、建築物の用途、形態又は意匠の制限、垣又は
　　　　　　　　柵の構造等に留意して整備を行う。　　

地区施設の配置及び

便性に優れた地区であり、阪急上牧駅北特定土地区画整理事業により道路、公園等の公共施設

に供する建築物は、建築してはならない。建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

住　　　宅　　　地　　　区

用途の制限 　建築基準法別表第二（に）項第４号から第８号までに掲げる用途

敷地面積の 　１００㎡

最低基準 　（共同住宅の用途に供する建築物の敷地　３００㎡）

壁面の位置 　道路境界線から壁面までの距離は、

の制限 計画図表示のとおり１ｍ又は３ｍ以上

０．５ｍ以上とする。

(注) とする。

　隣地境界線から壁面までの距離は、

　(注)  物置その他これらに類する建築物で、軒の高さが２．３ｍ以下でかつ床面積の合計が５㎡以内のもの
　    及び建築物に付属する車庫で高さが２．５ｍ以内のものを除く。

高さの最低限度

建築基準法に基づく条例制定（平成１１年７月）

地区の区分

垣又は柵の構造 　道路及び緑道に面して塀を設置する場合は、生け垣又は透視可能なフェンスと植栽を併設した

の制限 ものとすること。

板についても、良好な都市環境の形成に寄与するものとし、周辺の環境を損なわないものとする

意匠の制限 　建築物の屋根、外壁等の色彩は、良好な住環境にふさわしい落ち着いたものとし、看板、広告

　１　商業地区：本地区及び周辺地域住民を対象とした、駅前にふさわしい商業・業務施設を
　　　　　　　　主体とした土地利用を図る。
　２　住宅地区：一部生活利便施設の立地を許容しつつ、住宅を主体とした土地利用を図る。

　このため、本地区においては、地区計画により建築物等の形態や意匠の制限等を行い、快適
な住宅市街地の形成を図る。
　本地区は、駅前の特性を活かした利便性の高い計画的な住宅地の形成を図るため、次のとお
り土地利用の方針を定める。
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